
新型コロナウイルスで消毒が必要になったら・・・

新型コロナウイルス感染症の感染者が三重県内や近隣市町で増加するなか、
鳥羽市においても予断を許さない状況です。市では感染予防対策応援事業等、
感染者を出さない取組みを講じておりますが、事業所等で、感染者が発生・
来訪したことにより、感染症の拡大防止のために消毒作業を実施した場合に
下記の支援をいたします。

事業所等消毒応援補助金

対
象
者

市内事業所で、従業員からの感染者発生もしくは
外部感染者（宿泊者等）が利用したことにより、
消毒作業を実施した事業所

❶まずは申請前に電話でご相談ください

❷申請書類をご記入のうえ、市に送付ください

❸審査ののち、銀行口座へ振り込みます

【お問い合わせ】
鳥羽市健康福祉課健康係

25-1185

■申請方法

申請書の期限（必着）

令和5年3月31日まで

補
助
額

消毒費用の半分を補助（上限30万円）
※判明後おおむね1週間以内に実施した消毒に限る

必
要
書
類

消毒時の写真、領収書
申請書、振込先が確認できる通帳のコピー

令和2年8月19日鳥羽市作成 令和4年4月1日更新ver5

期間を1年間延長しました！


